
 

令和７年度離島町村等人材確保支援事業業務委託に係る企画提案募集要領 

 

 

 本公募は県の予算成立を前提としたものであり、予算成立後に効力を生じる

ものです。県議会において予算案が否決された場合、契約を締結しないことが

ありますので、あらかじめご了承ください。 

 

 次のとおり企画提案を公募する。 

 

令和７年３月 10 日 

沖縄県企画部市町村課 

 

１ 委託事業名 

  令和７年度離島町村等人材確保支援事業業務委託 

 

２ 事業目的  

本県の離島町村等（離島13町村及び国頭村、大宜味村、東村）において

は、近年、職員採用募集に対する応募者の減少や早期退職者の増加により

、公務人材の確保が課題となっている。その背景には、各町村役場での業

務内容や離島での生活等について十分に発信できていないことがあると考

えられる。 

本事業は、離島町村等の職員採用活動について、複数の町村が共同で採

用活動を行うことで発信力を高める取組を支援するとともに、業務内容や

離島での生活を体験できる取組を支援することでミスマッチや早期退職を

抑制すること等により、離島町村等における安定的な公務人材の確保を図

ることを目的とする。 

 

３ 提案上限額  

   ８，０００千円以内（消費税及び地方消費税を含む）  

  ※この金額は企画提案のために設定した金額で実際の契約額とは異なる。 

 

４ 委託業務の実施期間  

   契約締結の日から令和８年３月 31 日（予定） 

 

５ 事業内容  

  令和７年度離島町村等人材確保支援事業業務委託仕様書のとおり 

 

６ 応募者の資格  

  次の要件を全て満たすものであること。 



 

⑴ 沖縄県内に事業所を有し、業務進捗状況や業務内容等に関する打ち合せ 

に円滑に対応できる体制を有すること。共同企業体の場合は、構成員のう

ち１者以上がこの要件を満たすこと。 

⑵ 委託業務に関するノウハウを有し、かつ当該委託業務を円滑に遂行する

ための必要な経営基盤を有していること。  

⑶ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1 項の規定 

に該当しないこと。  

⑷ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づき、更生手続き開始の申

し立てがなされている者でないこと。 

⑸ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、再生手続き開始の申

し立てがなされている者でないこと。 

 ⑹ 次の各号に該当しない者 

ア 暴力団、暴力団員、暴力団体関係企業・団体又はその関係者、その他  

反社会勢力（以下「暴力団体等反社会勢力」という。） 

  イ 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他団体。 

  ウ 法人でその役員のうち暴力団等反社会的勢力に属する者がいる。 

 ⑺ 県税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

 ⑻ 労働関係法令を遵守していること。 

⑼ 応募は共同企業体でも可とし、この場合の要件は次のとおりとする。 

  ア 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 

イ 共同企業体の構成員は、参加資格(2)～(8)までの要件を満たす者であ 

 ること。 

ウ 共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として重複応募する 

者ではないこと。 

  エ 共同企業体の構成員が、単体企業として重複応募する者ではないこと。 

 

７ 応募手続き等 

 ⑴ スケジュール 

ア 企画提案公募開始      令和７年３月10日（月） 

  イ 質問受付期限        令和７年３月17日（月） 

  ウ 企画提案書提出締切     令和７年３月21日（金） 

  エ プレゼンテーション審査   令和７年３月28日（金）午前（予定） 

  オ 審査結果通知        令和７年４月上旬（予定） 

⑵ 質問の受付及び回答 

  ア 受付期間 

    公告日から令和７年３月 17 日（月）まで 

イ 提出方法 

    「令和７年度離島町村等人材確保支援事業」【別添様式】質問書に記

入の上、電子メールで提出すること。また、提出した場合は、必ず電話



 

による到達確認を行うこと。   

ウ 回答方法 

    令和７年３月 19 日（水）までに、沖縄県のホームページ「公募・入札」 

に掲載する。なお、電話等による質問には、簡易なものを除き応じない。 

     

⑶ 企画提案書等の提出 

ア 提出期限 令和７年３月 21 日(金) 

イ 提出場所 沖縄県企画部市町村課（沖縄県庁７階） 

ウ 提出書類 下記書類を必要部数、持参又は書留郵便（必着）にて提出 

すること 

   ①【様式１】企画提案応募申請書・・・１部 

   ②【任 意】企画提案書・・・・・・・５部 

   ③【様式２】会社概要・・・・・・・・５部 

   ④【様式３】業務実績書・・・・・・・５部 

  ⑤【様式４】経費見積書・・・・・・・５部 

   ⑥【様式５】誓約書・・・・・・・・・１部 

   ⑦【様式６】共同企業体協定書・・・・１部 

※⑦共同企業体協定書は、共同企業体の場合に限る。また、共同企業体 

の場合は、③会社概要、④業務実績書、⑥誓約書については、構成員 

ごとに提出すること。 

 

８ 企画提案書等の審査 

 ⑴ 第一次審査（書面審査） 

沖縄県企画部市町村課において一次審査（書類審査）を行い、主に応募 

資格の確認等を行う。ただし、応募者が多数の場合は、一次審査において 

上位数社（３者程度）を選定する。選定された事業者に対しては、結果及 

び第二次審査の実施日時等を通知し、選定されなかった事業者に対しては、 

結果のみを通知する。なお、通知は、電子メール又は書面で行う。 

 

 ⑵ 第二次審査（プレゼンテーション審査） 

   沖縄県に設置する企画提案選定委員会において、提案内容や経費等につ

いて審査を行い、最も優れた提案者を選定する。なお、第二次審査の結

果については、後日、電子メール又は書面にて通知する。 

  ア 期日：令和７年３月 28 日（金）午前 

イ 各事業者の持ち時間は 20 分程度とし、15 分をプレゼンテーション、 

５分程度を質疑応答時間とする。提出した提案書により説明を行うこと 

 

 

②～⑤は順番に１部ずつ

フラットファイル等に綴

ること（Ａ４縦、左綴り） 



 

９ 契約について 

⑴ 契約締結の手続き 

委託候補者と業務内容及び契約金額を協議した上で、地方自治法施行令

第 167 条の２第１項第２号の規定に基づき、契約を締結する。 

⑵ 契約金額 

契約金額については、委託候補者から見積書を徴収し、予定価格の範囲

内において決定する。なお、提出された経費見積書と同額とならない場合

がある。 

⑶ 契約金額の支払方法 

受託者から提出される実績報告書を基に、受託者が業務の実施に要した

経費等から支払うべき額を確定する「精算」の方法をとる。なお、契約締結

後、契約金額の一部について概算払請求を行うことが出来る。 

⑷ 契約条項 

委託候補者との協議事項とする。 

⑸ 契約保証金 

契約締結の際は、契約保証金として契約金額の 100 分の 10 以上の額

を契約締結前に納付する必要がある。ただし、沖縄県財務規則第 101 条第

２項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部の納付

を免除することができる。 

 

10 経費の計上 

  対象経費は、事業執行に必要な経費とし、以下の区分で経費見積書に記載 

すること。 

経費区分 備考 

⑴人件費 本業務に従事する者の作業時間に対する人件費 

⑵事業費 旅費、謝金、使用料、消耗品等、印刷製本費、通信運

搬費等、本事業に必要な経費 

⑶再委託費 県との取り決めにおいて、受託者が当該業務の一部を

他社に行わせる（委託、準委任又は請負）のために必

要な経費 

⑷一般管理費 本業務を行うために必要な経費であって、当該事業に

要した経費としての抽出、特定が困難なものについ

て、委託契約締結時の条件に基づいて一定割合の支払

いを認められた間接経費 

（⑴人件費＋⑵事業費）×10/100 以内 

※小数点以下切り捨て、再委託費は除く 

⑸消費税相当額 （⑴人件費＋⑵事業費＋⑶再委託費＋⑷一般管理費）

×消費税率（10/100）※小数点以下切り捨て 



 

11 その他 

⑴ 企画提案書等の作成に要する経費、企画コンペに参加する経費等につい   

ては、参加者の負担とする。 

⑵ 提出する企画提案書は、１事業者あたり１案に限る。 

⑶ 提出された企画提案書等については返却しない。 

⑷ 委託先選定に関する審査内容及び経過等については公表しない。 

⑸ 採否に関する異議申し立て等は受け付けない。 

⑹ 採用された企画提案書等については、実施段階において予算や諸事情を  

勘案し、協議 により変更することがある。 

⑺ 以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効とする。 

ア 提出期限を過ぎて提出書類が出された場合 

イ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

ウ 本要領に違反すると認められる場合 

エ 審査の公平性に影響を与える不正行為があった場合 

オ その他担当者があらかじめ指示した事項に違反した場合 

⑻ 検討すべき事項が生じた場合は、沖縄県企画部市町村課と委託候補者と 

で別途協議して決めることとする。 

 

11 お問い合わせ先・提出先 

  〒900-8571 沖縄県那覇市泉崎１丁目２番２号 沖縄県庁７階 

  沖縄県企画部市町村課 行政班 （担当：渡名喜、宮里） 

  TEL：098-866-2134 E-mail：aa017019@pref.okinawa.lg.jp 


